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ト
ピ
ッ
ク
ス

〇
九
年
度
の
労
働
政
策

1

厚
生
労
働
省
が
重
点
事
項
（
案
）
を
提
示

来
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
盛
り
込
ま
れ

る
、
労
働
政
策
の
重
点
事
項
（
案
）
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
八
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
労

働
政
策
審
議
会
で
提
示
さ
れ
た
も
の
。
骨
太

方
針
〇
八
（
六
月
二
七
日
策
定
）
で
掲
げ
た

当
面
三
年
間
の
「
新
雇
用
戦
略
」（
本
誌
七
月

号
Ｐ
60
参
照
）
に
沿
い
、
必
要
な
施
策
を
織

り
込
ん
で
い
る
ほ
か
、
先
の
閣
僚
懇
談
会
で

舛
添
厚
労
相
が
明
ら
か
に
し
た
、
こ
こ
一
〜

二
年
で
実
施
す
べ
き
社
会
保
障
緊
急
対
策

「
五
つ
の
安
心
プ
ラ
ン
」（
七
月
二
九
日
策
定
）

を
、
具
体
化
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

若
者
、
女
性
、
高
齢
者
等
の
就
業
支

援
に
注
力

労
働
政
策
の
重
点
事
項
（
案
）
は
、「
働
く

意
欲
を
有
す
る
す
べ
て
の
人
た
ち
の
就
業
の

実
現
」「
安
定
し
た
雇
用
・
生
活
の
実
現
と
安

心
・
納
得
し
て
働
く
こ
と
の
で
き
る
環
境
整

備
」「
国
際
社
会
へ
の
対
応
等
」―
―

の
三
本

柱
で
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
つ
目
の

柱
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
新
雇
用
戦
略
で
三

年
間
に
、
一
〇
〇
万
人
の
正
規
雇
用
化
を
掲

げ
た
若
者
、
最
大
二
〇
万
人
の
就
業
増
を
掲

げ
る
女
性
、
一
〇
〇
万
人
の
就
業
増
を
め
ざ

す
高
齢
者―
―

に
対
し
て
、
幅
広
い
就
業
支

援
策
を
盛
り
込
ん
だ
。

若
者
に
つ
い
て
は
、「
フ
リ
ー
タ
ー
等
正
規

雇
用
化
プ
ラ
ン
」（
仮
称
）
と
し
て
、
年
長
フ

リ
ー
タ
ー
（
原
則
三
四
歳
以
下
）
か
ら
、
就

職
氷
河
期
に
滞
留
し
年
長
化
が
進
む
三
〇
代

後
半
の
不
安
定
就
労
者
ま
で
対
象
を
拡
げ
、

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
制
度
を
適
用
し
つ
つ
就
職

を
促
し
、
職
場
定
着
ま
で
一
貫
し
た
支
援
を

行
う
。
ま
た
、
ニ
ー
ト
相
談
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、「
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
現
在
の
七
七
カ
所
か
ら

一
〇
三
カ
所
へ
増
設
す
る
。
女
性
に
つ
い
て

は
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
が
図
り
や
す
い
よ

う
制
度
の
拡
充
を
検
討
。「
今
後
の
仕
事
と

家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告

（
七
月
一
日
）
に
基
づ
き
、
①
育
児
期
の
短

時
間
勤
務
制
度
を
強
化
②
男
性
の
育
児
休
業

取
得
を
促
進
（「
パ
パ
休
暇
」「
パ
パ
・
マ
マ
・

プ
ラ
ス
」（
仮
称
）
等
）
③
子
ど
も
の
看
護
休

暇
を
子
の
人
数
に
配
慮―

―
す
る
な
ど
、
育

児
・
介
護
休
業
法
の
改
正
を
め
ざ
す
。

高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
雇
用
対
策
法

で
規
定
し
た
、
募
集
・
採
用
時
に
お
け
る
年

齢
差
別
禁
止
を
徹
底
す
る
。
ま
た
、
雇
入
れ

や
試
行
的
雇
用
の
際
の
雇
用
保
険
事
業
に
よ

る
企
業
支
援
を
、
六
五
歳
以
上
ま
で
拡
げ
る

ほ
か
、
七
〇
歳
ま
で
働
け
る
企
業
に
対
す
る

奨
励
措
置
等
も
拡
充
す
る
。
団
塊
世
代
向
け

で
は
、
新
た
に
再
就
職
・
起
業
支
援
の
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
整
備
す
る
。ま
た「
団

塊
世
代
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
仮

称
）
と
し
て
、
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
活
用
し

た
再
就
職
促
進
や
職
業
キ
ャ
リ
ア
を
活
か
せ

る
地
域
貢
献
活
動
の
情
報
・
体
験
機
会
の
提

供
を
行
う
。
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業

で
は
、
生
活
圏
域
内
や
不
足
し
て
い
る
女
性

会
員
向
け
の
就
業
先
を
確
保
。
さ
ら
に
高
齢

者
に
つ
い
て
は
、
多
数
雇
用
す
る
場
合
に
取

得
す
る
機
械
等
の
償
却
の
特
例
な
ど
、
税
制

上
の
優
遇
措
置
も
創
設
す
る
。

こ
の
ほ
か
一
つ
目
の
柱
の
関
連
で
は
、「
福

祉
か
ら
雇
用
へ
」
の
五
カ
年
計
画
を
着
実
に

進
め
る
。
継
続
審
議
に
な
っ
て
い
る
改
正
障

害
者
雇
用
促
進
法
案
を
先
取
り
す
る
観
点
か

ら
も
、
中
小
企
業
が
障
害
者
を
雇
用
す
る
場

合
の
助
成
金
を
拡
充
す
る
ほ
か
、
事
業
協
同

組
合
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
で
、
共
同
し
て
雇

用
す
る
場
合
の
助
成
制
度
の
創
設
に
取
り
組

む
。
ま
た
、二
〇
一
一
年
度
ま
で
に
ジ
ョ
ブ
・

コ
ー
チ
を
五
〇
〇
〇
人
ま
で
増
員
。
全
障
害

保
健
福
祉
圏
域
へ
の
設
置
を
め
ざ
す
障
害
者

就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
地
域
障
害

者
職
業
セ
ン
タ
ー
等
も
増
設
し
て
い
く
。
障

害
者
だ
け
で
な
く
、
生
活
保
護
世
帯
、
母
子

世
帯
に
対
し
て
も
有
効
な
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

と
関
係
各
所
が
連
携
し
た
就
労
チ
ー
ム
支
援

を
強
化
す
る
構
え
だ
。

さ
ら
に
、
本
年
四
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た

職
業
能
力
形
成
シ
ス
テ
ム
（
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー

ド
制
度
）
の
普
及
促
進
策
も
盛
り
込
ん
で
い

る
。
若
者
や
女
性
等
が
、
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
受
け
た
上
で
企
業
現
場
、

教
育
機
関
等
の
訓
練
を
受
け
、
そ
こ
で
の
能

力
評
価
や
職
務
経
験
の
情
報
を
就
職
活
動
に

活
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
制
度
の
こ
と
で
、

来
年
度
は
協
力
企
業
や
訓
練
修
了
者
を
常
時

雇
用
し
た
企
業
に
対
す
る
助
成
を
拡
充
す
る
。

ま
た
、
訓
練
期
間
中
の
本
人
に
対
す
る
生
活

保
障
と
し
て
、
現
行
の
貸
付
制
度
に
と
ど
ま

ら
ず
、
給
付
制
度
の
創
設
に
も
取
り
組
む
と

し
て
い
る
。

非
正
規
対
策
、
地
域
・
中
小
企
業
対

策
も
強
化

労
働
政
策
の
重
点
事
項
（
案
）
の
二
本
目

の
柱
で
あ
る
、
安
定
し
た
雇
用
・
生
活
の
実

現
、
安
心
・
納
得
し
て
働
け
る
環
境
整
備
に

関
し
て
は
、
非
正
規
対
策
、
仕
事
と
生
活
の

調
和
策
、
安
全
衛
生
対
策
、
地
域
雇
用
・
中

小
企
業
対
策―

の
側
面
か
ら
幅
広
い
施
策

を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

ま
ず
、
非
正
規
対
策
で
は
、
日
雇
い
派
遣

の
規
制
な
ど
労
働
者
派
遣
法
制
を
見
直
す

（
詳
細
は
本
誌
Ｐ
42
参
照
）。
ま
た
、
こ
の

ほ
ど
策
定
し
た
「
有
期
契
約
労
働
者
の
雇
用

管
理
の
改
善
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
同

Ｐ
50
）
を
活
用
し
、
フ
ル
タ
イ
ム
有
期
契
約

労
働
者
の
正
社
員
化
支
援
、
正
社
員
と
共
通

の
処
遇
制
度
等
の
導
入
支
援
を
行
う
。
大
都

市
圏
で
は
、
非
正
規
労
働
者
の
就
労
支
援
体

制
も
整
備
す
る
。
さ
ら
に
、
今
年
四
月
に
施

行
さ
れ
た
改
正
パ
ー
ト
法
の
着
実
な
履
行
に

努
め
る
ほ
か
、
業
種
ご
と
の
モ
デ
ル
作
成
等

を
通
じ
、
短
時
間
正
社
員
制
度
の
導
入
も
促

す
。
住
居
喪
失
不
安
定
就
労
者
（
い
わ
ゆ
る

ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
）
に
対
し
て
は
、
就
労

（
職
業
相
談
・
紹
介
、
訓
練
等
）、
住
居
・

生
活
確
保
（
入
居
費
用
、
生
活
資
金
の
貸
与

等
）
の
両
面
か
ら
支
援
措
置
を
充
実
す
る
。

仕
事
と
生
活
の
調
和
策
に
つ
い
て
は
、
①
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「
労
働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の

普
及
促
進
②
業
種
の
特
性
に
応
じ
た
「
仕
事

と
生
活
の
調
和
推
進
プ
ラ
ン
」の
策
定
③「
仕

事
と
生
活
の
調
和
推
進
宣
言
都
市
」
の
奨
励

―
―

を
は
じ
め
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
つ

い
て
相
談
・
助
言
す
る
専
門
家
を
五
年
間
で

五
〇
〇
〇
人
養
成
す
る
。
ま
た
、
長
期
の
教

育
訓
練
休
暇
制
度
の
導
入
や
時
間
外
労
働
の

制
限
な
ど
、
労
働
者
の
自
発
的
な
能
力
開
発

を
支
援
す
る
企
業
に
対
す
る
助
成
制
度
も
拡

充
・
創
設
。
さ
ら
に
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
促

進
に
向
け
、
現
在
三
カ
所
あ
る
テ
レ
ワ
ー
ク

相
談
セ
ン
タ
ー
を
七
カ
所
に
倍
増
す
る
ほ
か
、

在
宅
勤
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
等
を
通
じ
、

在
宅
就
業
の
適
正
化
を
図
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
関
連
で
、
全
国
セ

ン
タ
ー
窓
口
の
機
能
拡
充
に
加
え
、
企
業
に

お
け
る
う
つ
病
等
休
職
者
の
職
場
復
帰
支
援

の
抜
本
的
拡
充
も
図
る
。

安
全
衛
生
対
策
に
つ
い
て
は
、
重
篤
な
労

災
の
防
止
や
職
業
性
疾
病
の
予
防
に
注
力
す

る
。
と
く
に
後
者
に
関
し
て
は
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
へ
の
対
応
や
、
ナ
ノ

マ
テ
リ
ア
ル
の
有
害
性
知
見
の
収
集
等
を
盛

り
込
ん
だ
。

地
域
雇
用
・
中
小
企
業
対
策
と
し
て
は
、

国
と
都
道
府
県
が
共
同
で
就
業
支
援
に
取
り

組
む
「
ふ
る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
推
進
事

業
」（
仮
称
）
を
創
設
す
る
ほ
か
、
雇
用
失
業

情
勢
が
厳
し
い
地
域
に
お
け
る
創
業
や
雇
用

創
出
に
対
す
る
支
援
を
強
化
す
る
。
事
業
活

動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
中
小
企
業
に

対
し
て
は
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
現
行
要
件

に
と
ら
わ
れ
な
い
適
用
な
ど
も
検
討
す
る
。

ま
た
、
若
者
を
対
象
に
海
外
に
お
け
る
職
人

育
成
を
支
援
す
る
（「
海
外
武
者
修
行
プ
ロ

グ
ラ
ム
」（
仮
称
））
の
ほ
か
、
介
護
労
働
者

の
確
保
に
向
け
、「
福
祉
人
材
確
保
重
点
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」（
仮
称
）
を
推
進
。「
福
祉
人
材

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」（
仮
称
）
を
創
設
し
、
保
育

士
資
格
保
有
者
の
再
就
職
支
援
等
を
行
う
。

こ
の
ほ
か
、労
働
政
策
の
重
点
事
項（
案
）

の
三
本
目
の
柱
で
あ
る
国
際
関
連
で
は
、
外

国
人
労
働
者
問
題
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、

実
態
と
制
度
の
乖
離
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
外

国
人
研
修
・
技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
・
適

正
化
（
次
期
通
常
国
会
へ
法
案
提
出
）
を
進

め
る
。
ま
た
、「
留
学
生
三
〇
万
人
計
画
」
に

基
づ
く
国
内
就
職
を
加
速
（
外
国
人
雇
用
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
行
う
就
職
支
援

を
強
化
）
す
る
ほ
か
、
外
国
人
指
針
に
基
づ

く
雇
用
管
理
改
善
の
い
っ
そ
う
の
推
進―

―

な
ど
も
掲
げ
て
い
る
。

　来
年
度
は
在
職
老
齢
年
金
、
非
正
規

の
年
金
・
保
険
適
用
等
の
制
度
見
直

し
も
焦
点
に

一
方
、
こ
う
し
た
施
策
に
加
え
、「
社
会
保

障
の
機
能
強
化
の
た
め
の
緊
急
対
策
〜
五
つ

の
安
心
プ
ラ
ン
」（
図
）
に
は
、
次
の
よ
う
な

内
容
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

プ
ラ
ン
の
五
本
柱
の
う
ち
、
一
つ
目
の
柱

「
高
齢
者
が
活
力
を
持
ち
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
社
会
」
に
関
し
て
、
在
職
老
齢
年
金
制
度

の
あ
り
方
を
就
労
意
欲
を
減
退
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
見
直
す
こ
と
。二
つ
め
の
柱「
誰

も
が
医
療
を
受
け
ら
れ
る
社
会
」
の
関
連
で

は
、
勤
務
医
の
過
重
労
働
を
改
善
す
る
た
め
、

短
時
間
正
規
雇
用
や
交
代
／
変
則
勤
務
制
を

導
入
す
る
医
療
機
関
を
財
政
的
に
支
援
す
る

こ
と
。
そ
し
て
、
三
本
目
の
柱
「
未
来
を
担

う
子
ど
も
た
ち
を
守
り
育
て
る
社
会
」
で
は
、

文
部
科
学
省
と
厚
労
省
の
予
算
を
一
本
化
し

た
「
こ
ど
も
交
付
金
」
を
創
設
し
、
保
育
サ

ー
ビ
ス
を
充
実
し
て
子
育
て
し
な
が
ら
安
心

し
て
働
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
四
本
目
の

柱
「
派
遣
や
パ
ー
ト
な
ど
で
働
く
者
が
将
来

に
希
望
を
持
て
る
社
会
」
に
関
し
て
は
、
被

用
者
年
金
一
元
化
法
案
の
早
期
成
立
を
め
ざ

し
、
さ
ら
に
社
会
保
険
適
用
者
を
増
や
す
方

策
の
検
討
を
通
じ
て
、
非
正
規
に
対
す
る
健

康
保
険
、
厚
生
年
金
の
適
用
を
拡
大
し
て
い

く
こ
と
。

こ
う
し
た
内
容
も
含
め
労
働
政
策
の
重
点

事
項
（
案
）
は
、
八
月
末
の
概
算
要
求
の
提

出
か
ら
年
末
に
か
け
て
本
格
化
す
る
予
算
折

衝
を
経
て
、
来
年
度
予
算
に
反
映
さ
れ
る
見

通
し
だ
。

（
調
査
・
解
析
部
）




